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志學館大学改革推進会議設置要項 

 

（設  置） 

第１ 本学に「志學館大学改革推進会議」（以下「会議」という。）を置く。 

（目  的） 

第２ 会議は、本学における大学及び教育・研究の質保証を確実にするために、本学の改革に関

する事項について、各部署の活動に関する情報共有を促進するとともに、学長の諮問に応じて

建議することを目的とする。 

（審議及び報告事項） 

第３  会議は、次の各号に掲げる事項を審議し、又は報告を受ける。 

(1)  本学の改革に必要な計画及び実施に関する事項 

(2)  その他目的のために学長が諮問した事項 

（組  織） 

第４ 会議は、次の各号に掲げる委員で構成する。 

(1)  学長 

(2)  各学部長 

(3)  研究科長 

(4)  図書館長 

(5)  各学長補佐 

(6)  事務局長 

(7)  各センター長 

(8)  各全学委員会委員長 

(9)  各課長 

（議  事） 

第５ 会議に議長を置き、学長をもって充てる。 

２  議長は、必要と認めたとき、会議を招集する。 

３  議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。 

４  委員は、代理を会議に出席させることができる。 

５  会議は、委員の３分の２以上の出席で成立する。 

６  議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。 

７  議長が必要と認めたときは、関係の職員を出席させ意見を聴くことができる。 

 （事  務） 

第６ 会議の事務は、総務課で処理する。 

 

附 則 

この要項は、平成１６年３月２４日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成１７年４月１日から施行する。 
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附 則 

 この要項は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２２年４月２８日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要項は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要項は、平成２４年４月１１日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要項は、平成２８年７月２７日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要項は、平成２９年１２月２７日から施行する。 

附 則 

 この要項は、令和４年４月１日から施行する。 

 


